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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第２区分
【発行日】平成22年11月25日(2010.11.25)

【公開番号】特開2008-250315(P2008-250315A)
【公開日】平成20年10月16日(2008.10.16)
【年通号数】公開・登録公報2008-041
【出願番号】特願2008-56915(P2008-56915)
【国際特許分類】
   Ｇ０２Ｂ   1/11     (2006.01)
   Ｇ０２Ｂ   5/30     (2006.01)
   Ｂ３２Ｂ   7/02     (2006.01)
   Ｇ０９Ｆ   9/00     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｇ０２Ｂ   1/10    　　　Ａ
   Ｇ０２Ｂ   5/30    　　　　
   Ｂ３２Ｂ   7/02    １０３　
   Ｇ０９Ｆ   9/00    ３１３　

【手続補正書】
【提出日】平成22年10月8日(2010.10.8)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　支持体上に、ハードコート性を有する層、オーバーコート層、及び低屈折率層が、隣接
もしくは他の層を介してこの順に積層してなる反射防止積層体であって、前記ハードコー
ト性を有する層に金属酸化物粒子と有機樹脂粒子を含有し、
　前記金属酸化物粒子が凝集性の金属酸化物粒子であり、かつ該金属酸化物粒子の平均２
次粒径が１～１０μｍであり、
　前記有機樹脂粒子の平均粒径より前記金属酸化物粒子の平均２次粒径が大きく、
　前記オーバーコート層の屈折率が１．４８～１．６５の範囲にあり、かつ前記ハードコ
ート性を有する層の十点平均粗さをＲｚ(ＨＣ)とし、オーバーコート層の膜厚をｔ(ＯＣ)
とした場合に、下記式（Ｉ）
　　０．１Ｒｚ(ＨＣ) ＜ ｔ(ＯＣ) ＜ ３Ｒｚ(ＨＣ) 　 　（Ｉ）
を満たし、
　前記オーバーコート層の十点平均粗さをＲｚ(ＯＣ)とした場合に、下記式（ＩＩ）
　　０．１Ｒｚ(ＨＣ) ＜ Ｒｚ(ＯＣ) ＜ １Ｒｚ(ＨＣ) 　 　（ＩＩ）
を満たし、
　表面ヘイズ値が０～１２％、内部ヘイズ値が０～６０％、かつＳｍ値が４０～２００μ
ｍである反射防止積層体。
【請求項２】
　前記反射防止積層体の積分反射率が２．０％以下である請求項１に記載の反射防止積層
体。
【請求項３】
　前記オーバーコート層の表面自由エネルギーが２０～４５ｍＪ／ｍ２である請求項１又
は２に記載の反射防止積層体。
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【請求項４】
　前記低屈折率層が、熱及び／又は電離放射線硬化性樹脂成分を含む低屈折率用塗布組成
物を塗設してなる層である請求項１～３のいずれか１項に記載の反射防止積層体。
【請求項５】
　前記低屈折率用塗布組成物が、含フッ素樹脂成分を含む請求項４に記載の反射防止積層
体。
【請求項６】
　前記低屈折率用塗布組成物に含まれる溶剤のうち、沸点１２０℃以上の溶剤が、低屈折
率用塗布組成物の全質量の３質量％～５０質量％である請求項４または５に記載の反射防
止積層体。
【請求項７】
　前記低屈折率層が、平均粒径５ｎｍ～２００ｎｍの無機微粒子を含有する請求項１～６
のいずれか１項に記載の反射防止積層体。
【請求項８】
　前記無機微粒子が、内部及び表面の少なくともいずれかに平均孔径０．０１ｎｍ～９０
ｎｍの空孔を有する請求項７に記載の反射防止積層体。
【請求項９】
　前記オーバーコート層に少なくとも一種のフッ素系レベリング剤、及び／又は少なくと
も一種のシリコーン系レベリング剤を含む請求項１～８のいずれか１項に記載の反射防止
積層体。
【請求項１０】
　前記オーバーコート層が、下記一般式（ａ）で示されるシランカップリング剤、及び／
又は該シランカップリング剤の加水分解物及び縮合反応物を含むオーバーコート層用塗布
組成物を塗設してなる層である請求項１～９のいずれか１項に記載の反射防止積層体。
　　一般式（ａ）：（Ｒａ）ｍ－Ｓｉ（Ｘａ）４－ｍ

（但し、Ｘａは、無置換のアルキル基、水酸基および加水分解可能な基から選択された少
なくとも１つである。Ｒａは、ハロゲン原子、水酸基、メルカプト基、カルボキシル基、
エポキシ基、アルケニル基、アシルオキシ基、アルコキシカルボニル基、アリールオキシ
カルボニル基、カルバモイル基、アシルアミノ基およびイソシアネート基から選択された
少なくとも１つを有する置換基である。ｍは１≦ｍ≦３で示される整数である。）
【請求項１１】
　偏光膜と、該偏光膜の両側に設けられた保護フィルムとを有する偏光板であって、該保
護フィルムの少なくとも一方が、請求項１～１０のいずれか１項に記載の反射防止積層体
である偏光板。
【請求項１２】
　請求項１～１０のいずれか１項に記載の反射防止積層体、又は請求項１１に記載の偏光
板を、表示画面の視認側に有する画像表示装置。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００９】
　本発明は、以下のとおりである。
１．
　支持体上に、ハードコート性を有する層、オーバーコート層、及び低屈折率層が、隣接
もしくは他の層を介してこの順に積層してなる反射防止積層体であって、前記ハードコー
ト性を有する層に金属酸化物粒子と有機樹脂粒子を含有し、
　前記金属酸化物粒子が凝集性の金属酸化物粒子であり、かつ該金属酸化物粒子の平均２
次粒径が１～１０μｍであり、
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　前記有機樹脂粒子の平均粒径より前記金属酸化物粒子の平均２次粒径が大きく、
　前記オーバーコート層の屈折率が１．４８～１．６５の範囲にあり、かつ前記ハードコ
ート性を有する層の十点平均粗さをＲｚ(ＨＣ)とし、オーバーコート層の膜厚をｔ(ＯＣ)
とした場合に、下記式（Ｉ）
　　０．１Ｒｚ(ＨＣ) ＜ ｔ(ＯＣ) ＜ ３Ｒｚ(ＨＣ) 　 　（Ｉ）
を満たし、
　前記オーバーコート層の十点平均粗さをＲｚ(ＯＣ)とした場合に、下記式（ＩＩ）
　　０．１Ｒｚ(ＨＣ) ＜ Ｒｚ(ＯＣ) ＜ １Ｒｚ(ＨＣ) 　 　（ＩＩ）
を満たし、
　表面ヘイズ値が０～１２％、内部ヘイズ値が０～６０％、かつＳｍ値が４０～２００μ
ｍである反射防止積層体。
２．
　前記反射防止積層体の積分反射率が２．０％以下である上記１に記載の反射防止積層体
。
３．
　前記オーバーコート層の表面自由エネルギーが２０～４５ｍＪ／ｍ２である上記１又は
２に記載の反射防止積層体。
４．
　前記低屈折率層が、熱及び／又は電離放射線硬化性樹脂成分を含む低屈折率用塗布組成
物を塗設してなる層である上記１～３のいずれか１項に記載の反射防止積層体。
５．
　前記低屈折率用塗布組成物が、含フッ素樹脂成分を含む上記４に記載の反射防止積層体
。
６．
　前記低屈折率用塗布組成物に含まれる溶剤のうち、沸点１２０℃以上の溶剤が、低屈折
率用塗布組成物の全質量の３質量％～５０質量％である上記４または５に記載の反射防止
積層体。
７．
　前記低屈折率層が、平均粒径５ｎｍ～２００ｎｍの無機微粒子を含有する上記１～６の
いずれか１項に記載の反射防止積層体。
８．
　前記無機微粒子が、内部及び表面の少なくともいずれかに平均孔径０．０１ｎｍ～９０
ｎｍの空孔を有する上記７に記載の反射防止積層体。
９．
　前記オーバーコート層に少なくとも一種のフッ素系レベリング剤、及び／又は少なくと
も一種のシリコーン系レベリング剤を含む上記１～８のいずれか１項に記載の反射防止積
層体。
１０．
　前記オーバーコート層が、下記一般式（ａ）で示されるシランカップリング剤、及び／
又は該シランカップリング剤の加水分解物及び縮合反応物を含むオーバーコート層用塗布
組成物を塗設してなる層である上記１～９のいずれか１項に記載の反射防止積層体。
　　一般式（ａ）：（Ｒａ）ｍ－Ｓｉ（Ｘａ）４－ｍ

（但し、Ｘａは、無置換のアルキル基、水酸基および加水分解可能な基から選択された少
なくとも１つである。Ｒａは、ハロゲン原子、水酸基、メルカプト基、カルボキシル基、
エポキシ基、アルケニル基、アシルオキシ基、アルコキシカルボニル基、アリールオキシ
カルボニル基、カルバモイル基、アシルアミノ基およびイソシアネート基から選択された
少なくとも１つを有する置換基である。ｍは１≦ｍ≦３で示される整数である。）
１１．
　偏光膜と、該偏光膜の両側に設けられた保護フィルムとを有する偏光板であって、該保
護フィルムの少なくとも一方が、上記１～１０のいずれか１項に記載の反射防止積層体で
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ある偏光板。
１２．
　上記１～１０のいずれか１項に記載の反射防止積層体、又は上記１１に記載の偏光板を
、表示画面の視認側に有する画像表示装置。
　本発明は、上記１～１２に関するものであるが、参考のためその他の事項（例えば下記
（１）～（２６）に記載した事項など）についても記載した。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０３８６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０３８６】
　上記表６～表９において、試料Ｎｏ．Ｆ－１０１～Ｆ－１１４、Ｆ－１２５～Ｆ－１２
７は「本発明」とあるのを「参考例」と読み替えるものとする。
　本発明と比較例を比較した場合、本発明はオーバーコート層上に低屈折率層を設けるこ
とで、黒締り性と映り込みの両立が図れている事がわかる。
　本発明Ｆ－１０１と比較例Ｆ－１２１を比較した場合、本発明はオーバーコート層上に
低屈折率層を設けることで、低反射率化と耐傷性が良化していることがわかる。
　本発明Ｆ－１０５とＦ－１０６を比較した場合、Ｆ－１０６の低屈折率層にシランカッ
プリング剤を導入することで、耐傷性が良化していることがわかる。また、例えば本発明
Ｆ－１０１と本発明Ｆ―１０８～１１０を比較した場合、Ｆ－１０８～１１０のオーバー
コート層にシランカップリング剤を導入することで、耐傷性が良化していることがわかる
。
　本発明１０２、１２５～１２７と比較例１３１，１３２を比較した場合、オーバーコー
ト層が厚い場合は映り込みが悪化、オーバーコート層が薄い場合は映り込みが悪化するこ
とがわかる。
　本発明１０２、１２５～１２７の中で比較した場合、０．２Ｒｚ(ＨＣ) ＜ ｔ(ＯＣ) 
＜ ２Ｒｚ(ＨＣ)の範囲であることで、黒締り性と映り込みが両立することがわかる。
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